
 2007.6　

■

1�

　お知らせ

新しい中小企業組合制度がスタート
　

─
中
協
法
・
中
団

法
は
２
年
連
続
で
改

正
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
年
４
月
１
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
改
正
法

の
目
的
は
何
で
す

か
。

  

「
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

向
上
で
す
。
主
と
し

て
共
済
事
業
を
実
施

す
る
組
合
に
、
保
険
業
法
と
同
様
の
規

律
を
導
入
し
、
組
合
の
内
部
統
制
レ
ベ

ル
を
高
め
よ
う
と
の
ね
ら
い
で
す
。
組

合
員
（
共
済
契
約
者
）
を
保
護
す
る
た

め
の
手
当
て
を
厚
く
す
る
た
め
の
改
正

と
い
え
ま
し
ょ
う
。」

　

─
具
体
的
に
、
法
改
正
に
よ
り
何
が

変
わ
る
の
で
す
か
。

  

「
２
つ
の
側
面
か
ら
改
正
さ
れ
て
い

ま
す
。
①
中
小
企
業
組
合
の
運
営
に
関

す
る
ル
ー
ル
の
全
面
的
な
見
直
し
。
②

共
済
事
業
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め

の
新
た
な
制
度
の
導
入
が
柱
で
す
。
大

規
模
組
合
、共
済
事
業
実
施
組
合
に
は
、

さ
ら
に
上
乗
せ
措
置
が
あ
り
ま
す
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。」

  

「
主
な
改
正
点
は
、
①
役
員
任
期
の

変
更
（
役
員
３
年
以
内
か
ら
理
事
２
年

以
内
、
監
事
４
年
以
内
）、
②
理
事
に

よ
る
利
益
相
反
取
引
の
制
限
規
定
の
新

設
、
③
監
事
の
権
限
強
化
と
限
定
、
組

合
員
の
権
限
拡
大
、
④
会
計
帳
簿
の
10

年
間
の
保
存
義
務
の
創
設
お
よ
び
閲
覧

請
求
要
件
の
緩
和
、
⑤
業
務
監
査
権
限

を
持
つ
監
事
の
理
事
会
へ
の
出
席
、
議

事
録
へ
の
署
名
の
義
務
付
け
、
⑥
会
計

に
関
す
る
規
定
の
整
備
、
⑦
決
算
関
係

書
類
等
の
作
成
・
手
続
き
の
明
確
化
な

ど
で
す
。」

　

─
中
協
法
・
中
団
法
は
、
新
し
く
成

立
し
た
会
社
法
と
合
わ
せ
て
整
備
法
に

よ
り
、
２
年
前
に
も
改
正
さ
れ
、
昨
年

５
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。

  

「
２
年
前
の
法
改
正
は
、
会
社
法
制

現
代
化
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
も
の

で
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
組
合

の
運
営
が
可
能
と
な
り
、
定
款
自
治
範

囲
も
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。」

  

「
主
な
改
正
点
は
、
①
役
員
の
任
期

伸
長
規
定
の
導
入
、
②
理
事
会
の
定
足

数
と
決
議
要
件
の
過
半
数
を
上
回
る
割

合
の
定
め
の
容
認
、
③
持
ち
回
り
決
議

や
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
理
事
会
決
議
の

容
認
、
④
理
事
会
の
議
事
録
へ
の
署
名

の
容
認
、
⑤
総
会
の
議
事
録
へ
の
署
名

義
務
の
撤
廃
、
⑥
総
会
・
理
事
会
の
招

集
期
間
の
短
縮
、
⑦
組
合
員
全
員
の
同

意
を
条
件
と
す
る
招
集
手
続
の
省
略
な

ど
で
す
。」

　

─
現
場
か
ら
多
く
の
相
談
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

  

「
本
会
で
は
、
改
正
法
に
的
確
に
対

応
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
改
正
内
容

を
記
載
し
た
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作

成
、
大
量
に
配
布
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
47
都
道
府
県
中
小
企

業
団
体
中
央
会
で
は
、
説
明
会
や
相
談

会
を
開
催
す
る
な
ど
、
き
め
細
か
く
全

力
で
中
小
企
業
組
合
の
皆
さ
ま
を
支
援

し
て
い
く
予
定
で
す
。」

●
お
問
い
合
わ
せ

　

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会

　

http://www.chuokai.or.jp
    

又
は
千
葉
県
中
小
企
業
団
体
中
央

会
へ
ど
う
ぞ
。

 

ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
を
目
的
に

　

07
年
４
月
１
日
、
新
し
い
中
小
企
業
組
合
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
れ
は
06
年
６
月
に
「
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
（
中
協
法
）」、「
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
中
団
法
）」
が
改
正

さ
れ
、
本
年
４
月
か
ら
施
行
し
た
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
。
具
体
的
に
は
、
中
協
法
に
規
定
さ
れ
て

い
る
事
業
協
同
組
合
・
連
合
会
、
事
業
協
同
小
組
合
、
火
災
共
済
協
同
組
合
・
連
合
会
、
企
業
組
合
、

中
団
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
商
工
組
合
・
連
合
会
、
協
業
組
合
の
運
営
方
法
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と

に
な
る
。
多
岐
に
わ
た
る
改
正
点
が
盛
り
込
ま
れ
、
組
合
が
早
急
に
対
応
を
迫
ら
れ
る
事
項
も
あ
る
。

ま
た
、
会
社
法
の
成
立
に
合
わ
せ
た
改
正
も
05
年
５
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、
中
協
法
・
中
団
法
は
２

年
連
続
で
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
約
３
万
２
千
の
中
小
企
業
組
合
に
３
０
５
万
の
中

小
企
業
を
擁
す
る
我
が
国
最
大
の
中
小
企
業
団
体
で
あ
る
、
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の
佐
伯
昭

雄
会
長
に
改
正
法
の
ね
ら
い
や
ポ
イ
ン
ト
、
取
り
組
み
に
つ
い
て
聞
い
た
。

佐伯　昭雄氏（さえき あきお）
全国中小企業団体中央会会長
宮城県中小企業団体中央会会長
東北電子産業株式会社代表取締役社長
東北工業大学名誉教授

　全国中小企業団体中央会は、法律に基
づいて経済産業大臣の認可を得た法人で
す。

○�47都道府県中小企業団体中央会とともに、
傘下約32,000の中小企業組合に305万中小
企業を要する我が国最大の中小企業団体で
す。

　中小企業組合は、様々な業種・地域で、
相互扶助の精神の下、中小企業が単独で
は不足する経営資源を補い合いながら伸
びていくための組織です。

○�全国至るところにある工場団地、卸商業団
地、商店街、専門店会、市場、信用組合、
火災共済協同組合なども中小企業組合が運
営するものです。
○�税制上の優遇措置があり、中小企業組合専
門の金融機関として、商工中金があります。

「全国中小企業団体中央会」概要




